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第１ 件名 

令和８年度神戸市ＤＸ推進リーダー育成研修業務 

 

第２ 委託業務の概要 

１ 背景・目的 

神戸市では、今後、生産年齢人口の減少や社会情勢の大きな変化が見込まれる中で、市民が

「いつでも、どこでも、早く、簡単に」行政サービスを利用できる環境を整えるとともに、今後

さらに重要性が高まる相談業務の充実などを通じて、将来にわたり市民サービスの維持・向上を

図る「スマート自治体」の実現を目指している。 

この「スマート自治体」の実現に向けては、働き方改革（業務改革）やＤＸ（デジタル・トラ

ンスフォーメーション）の推進が重要であり、ICT の活用や BPR の実施によって業務の進め方を

見直すことで、業務の効率化や生産性の向上を図ることとしている。 

これらの取り組みを市役所全体で推進していくためには、その担い手となる人材の育成・確保

が不可欠である。本市では、デジタルを活用できる職員の裾野を広げるとともに、各所属におい

て中心となってＤＸを推進する役割を担う「ＤＸ推進リーダー」を育成することが重要であると

考えている。 

本業務では、こうした考え方に基づく人材育成の一環として、実際の職場課題をテーマに、チ

ームでデジタル技術を活用した業務改革を企画する研修を実施する。これにより、参加職員が業

務改革の手法を実践的に習得することを目指す。なお、本研修の実施にあたっては、下記２に掲

げる業務について、専門的な知見を有する事業者へ委託を行う。 

 

２ 業務内容 

（1）ＤＸ推進リーダー育成研修の企画・実施 

以下の要件で、本委託業務の目的に沿った研修を企画・実施すること。 

 研修参加者は異なる所属から参加した計 80 名程度。参加者の役職は係長級及び担当者を

想定している。 

 研修は、①参加者全員を対象とした全体講義１回（２時間程度）と、②参加者を 40 名程

度に二分し、それぞれに同内容の全３回（２～２．５時間/回）の講座を実施すること。 

全３回の研修各回においては、講義 、ワークショップ、次回までの課題の提示、前回の課

題へのフィードバックを実施すること。なお、研修はワークショップを中心とした伴走型の

プログラムとすること。 

 講義においては、業務改革の手法を習得できるような内容を取り入れること（例：サービ
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スデザイン思考、BPR の手法、プロジェクトマネジメントの紹介等）。 

 ワークショップにおいては、参加者が各職場の業務課題を題材に、課題解決の具体的手法

を習得しつつ、業務課題に対するソリューションを立案できるものとすること。なお、業

務課題の題材は、原則として参加者が所属する職場の業務課題とする。（そのため、取り

扱う課題によって個人およびグループ単位で利用するツールが異なる前提であることに

留意すること。） 

 原則として、参加者は個人単位およびグループ単位でのワークを組み合わせて取り組むこ

ととする。その際、ＤＸ推進リーダーとして必要な資質を身に着けるために、研修を通じ

て全員が課題解決の経験を実体験できるようなプログラムとすること。（グループ内で役

割が偏ることのないよう、グループの人数、編成等においても受託者が工夫して実施する

こと。） 

 なお、本研修参加者は、事前にＤＸを推進する上でのＤＸマインドセットや、本市及び民

間でのＤＸ事例、本市のネットワーク構成やセキュリティ、ローコードツール（kintone、

Bizrobo!、Tableau、Copilot、Microsoft365）等について計 20～30 時間学習しているこ

とを前提とすること。 

 講座終了後、最終報告会を実施するため、最終報告用の企画書を提出できるよう研修内容

を工夫すること。 

 本研修におけるソリューションは、原則スクラッチ開発ではなく、パッケージ導入や既に

庁内で導入しているツールを活用した内製を前提とする。また、各部署の業務課題や検討

状況に応じて、具体的な製品やサービスの提示も含む助言・提案を各参加者に行うこと。 

 最終報告会で発表するソリューションの開発作業をするため、受講者が任意で参加できる

場（もくもく会、半日程度）を実施し、講師は同席のうえ受講者からの相談に対応するこ

と。※原則対面での開催とする。 

 本研修で養成するＤＸ推進リーダーは、局室区担当ＤＸ推進リーダー※の候補者として、

同制度を牽引する役割が期待されることから、局室区担当ＤＸ推進リーダーとの積極的な

連携を図り、制度全体の活性化につなげていくことが望ましい。 

※局室区担当ＤＸ推進リーダー：所属のＤＸ推進リーダーとしての役割に加え、自らの所

属以外において各局室区における課題解決のためのＤＸ支援や課題の掘り起こし、全庁的

なＤＸの支援活動を担う。 

 現時点の想定スケジュールは後記３に記載のとおりであるが、実際のスケジュールについ

ては、契約後に本市と協議の上決定するものとする。 
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 講師は原則として３回とも同一とすること（80 名を二分したグループごとに講師を分担

することは可）。また、講師のほかに、進行の補助や参加者に助言等を行う補助講師を１

名以上配置すること。 

 研修は原則対面での開催とするが、本市からの指定によりオンラインでの開催を依頼する

場合がある。 

 研修は本市で配信や録画を行い、後日、神戸市職員に対して講演資料とともに、庁内イン

トラ環境に公開することがある。 

（2）最終報告会の企画・実施 

 全ての講座終了後、研修参加者が取り組んだ成果を発表する場として最終報告会を開催す

ること。（1）と同様に、参加者を二分して実施し、１回あたり３時間程度の想定とする。 

 受託者は最終報告会の企画（プログラム・当日スケジュール検討、必要な事前準備）およ

び実施（当日の運営）を行い、具体的な内容・方法は神戸市と協議の上で決定する。ただ

し、会場手配、参加者等との連絡調整は神戸市が実施することとする。 

 最終報告会は、研修参加者の他、参加者の所属する所属長等に参加してもらうなど、研修

参加者のモチベーション向上や、参加者の所属へのＤＸに対する意識醸成に資するもので

あることが望ましい。 

 最終報告会において局室区担当ＤＸ推進リーダーが、本研修参加者の取組内容に対しコメ

ントやフィードバックを行うことを想定し、事前に局室区担当ＤＸ推進リーダーに対し

て、フィードバックの観点や着眼点を整理するための講義（１時間程度、オンライン可）

を実施すること。 

（3）参加者からの問い合わせ対応等 

研修実施日以外において、参加者からの問い合わせ企画案のレビュー依頼があった場合

はそれに応じること。問い合わせや対応の方法については提案すること。 

（4）研修計画の策定、研修資料の作成及び進行管理 

研修の実施計画やコンテンツ、使用する資料については、契約後初回の打ち合わせまでに、

受託者において企画提案内容に沿って案を作成の上、初回の打ち合わせにおいて本市と内

容を協議すること。また、研修期間中は、参加者の検討進捗状況についても管理し、適宜本

市に共有すること。 

（5）研修実施結果報告書の作成 

令和８年 12 月末までに研修実施結果報告書を作成し、報告書の内容について本市の承認

を得ること（場合により、追記修正を依頼する場合がある）。 
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報告書においては、研修の実施内容、参加者の業務課題及び立案したソリューション等を

網羅的にまとめたうえで、受託者の評価（フィードバック）を記載すること。なお、評価指

標については、受託者において設定すること。また、本研修自体への改善提案（スケジュー

ルや回数、実施体制等も含む研修内容全般）を盛り込むこと。 

（6）本市との打ち合わせ 

上記の業務を進めるにあたり、本市の求めに応じ、各研修の前後その他において、研修内

容の事前打ち合わせや振り返りの打ち合わせを実施すること。なお、打ち合わせはオンライ

ンでの実施も可とする。 

３ 想定スケジュール 

現時点における想定スケジュールは以下のとおり。なお、実際のスケジュールは、契約締結

後に本市と調整のうえ、決定するものとする。 

時期 内容 備考 

６月下旬 選定結果通知・契約締結  

７月 事前打ち合わせ（２回程度）  

８月 研修実施（３回×２） 

予定日： 

全体講義：８/４(火) 

１回目：８/14(金)  

２回目：８/20(木)  

もくもく会：８/25（火） 

３回目：８/31(月)  

局室区担当ＤＸ推進リーダー向けミーティン

グ：9/1(火)～9/10(木)の間で１回 

※各回ごとに事前打ち

合わせ事後フィードバ

ックを実施予定 

※左記日程以外で実施

の場合は本市と協議の

上決定する 

※AM・PM で同内容実施

想定 

９月上旬 最終報告会実施（１回×２） 

予定日：９/11(金) 

 

12 月まで 報告書提出 ※必要に応じて報告資

料修正依頼 

 

４ 業務場所 

研修の実施場所は、神戸市役所１号館内または行財政局職員研修所（神戸市東灘区向洋町中 6 丁

目 9 番地 神戸ファッションマート９階）研修室ほか本市の指定場所とする。なお、オンラインでの研修
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開催となった場合の講師会場は、受託者の負担により用意すること。また、その他の業務の作業場所及

び必要となる環境については受託者の負担により用意するものとする。 

 

５ 実施体制 

本業務に従事する者は２名以上（講師含む）とし、これらの者のうちからプロジェクトリーダーとして１名

を選任すること。提案書には、具体的な参画内容等を記載すること。 

 

６ 成果物 

（1）成果物 

本業務で想定している成果物は以下のとおりである。成果物を作成し、本市の検収を受ける

こと。また、提案内容に応じて追加で作成する成果物がある場合は提案書に記載すること。 

 研修で使用した資料一式 

 研修実施結果報告書 

（2）留意点 

 成果物は特に指定がない限り電子データとし、全て日本語表記とすること。 

 電子データの作成に当たっては、特に指定がない限り、本市職員が「Microsoft Office 

2016 Professional」で編集できるソフトを使用すること。それ以外のソフトを使用する

際には本市に相談すること。 

 電子データは、特に指定がない限り CD-R(W)又は，DVD-R(W)への格納または電子メールの

添付ファイルで送信すること。 

 成果物に修正等がある場合（本契約によらない市独自の改変等の場合を除く。）、修正後

の全編を速やかに提出すること。 

 

７ 検収の完了 

本市による成果物の承認をもって検収の完了とする。 

 

８ 納入場所 

神戸市企画調整局デジタル戦略部 

 

９ 作業窓口 

本業務にかかわる窓口は神戸市企画調整局デジタル戦略部情報政策担当とする。 
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第３ 特記事項 

１０ 再委託 

本業務について再委託が必要となる場合は、提案書に再委託を行う業務の内容及び委託予定先を

記載し本市の承認を求めること。なお、その場合においても再々委託は認めない。 

 

１１ 情報の管理 

本市から提供する資料等については、情報漏洩を防止するための適切な措置を講ずること。受託者

は、本業務を遂行するにあたって知り得た情報を、本市の書面による承諾を得ることなくその目的外に

使用し、又は第三者に提供し、若しくは利用させてはならない。また，受託者は本業務の履行上知り得

た秘密を第三者に漏らしてはならない。本業務を完了した後もまた同様とする。 


